
おおおお    知知知知    らららら    せせせせ    
 

建設工事関連業務委託について前払金制度を導入します。 

 

 

１ 制度の概要 

（１）対象業務 契約金額３００万円以上の土木建築に関する工事の設計

及び調査又は測量に係る業務委託 

 

（２）前払金  契約金額の３０％以内の額（限度額５，０００万円） 

 

（３）必要書類 前払金保証事業会社の保証書 

 

２ 施 行 日  平成２１年８月１０日以降に契約する業務委託 

 


